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○松山市事業系一般廃棄物の減量及び再資源化に関する指導要綱 

平成１１年１２月２１日 

要綱第５６号 

改正 平成１５年１２月２２日要綱第６７号 

平成１７年５月１２日要綱第３６号 

平成２９年２月２０日要綱第７号 

（目的） 

第１条 この要綱は，松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成７年条例第

８号。以下「条例」という。）第１８条で規定する事業者（以下「事業者」という。）

に対し，廃棄物の発生・排出抑制及び適正処理等について指導・助言を行い，もって廃

棄物の減量・再資源化に寄与することを目的とする。 

（分別の徹底及び適正処理等の確保） 

第２条 事業者は，その事業活動に伴い生じる廃棄物について再生利用が可能な物，一般

廃棄物又は産業廃棄物の分別の徹底を図るとともに，廃棄物の再資源化に努めなければ

ならない。 

２ 事業所は，廃棄物の収集運搬・処分を他に委託するに当たっては，当該廃棄物が適正

に処理されていることを適宜確認しなければならない。 

（台帳整備） 

第３条 事業者は，他に廃棄物の処理を委託した場合は，契約書，処理証明書等必要な書

類の台帳整備を行うとともに，これを管理・保管しなければならない。 

（減量計画の作成） 

第４条 事業者は，条例第１８条の規定により，４月１日から翌年３月３１日までの間に

おける事業系一般廃棄物の減量及び適正処理等に関し，事業系一般廃棄物減量等計画書

（様式）を毎年６月末までに市長に提出するものとする。 

（指導・助言） 

第５条 市長は，前条の事業系一般廃棄物減量等計画書の提出があった場合は，その内容

を審査し，必要な指導・助言を行うものとする。 

（その他） 

第６条 この要綱の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

付 則 



2/2 

この要綱は，平成１２年４月１日から施行する。 

付 則（平成１５年１２月２２日要綱第６７号） 

この要綱は，公布の日から施行する。 

付 則（平成１７年５月１２日要綱第３６号） 

この要綱は，公布の日から施行する。 

付 則（平成２９年２月２０日要綱第７号） 

この要綱は，公布の日から施行し，平成２９年４月１日以後の期間について作成する減

量計画から適用する。 

 


